
標準報酬制の概要について 

 
平成２７年７月２３日 

 

公立学校共済組合東京支部 

福利厚生課経理係 



①公務員等が加入する共済年金 

②民間会社で働く会社員等が加入する厚生年金 

 

 

「被用者年金制度の一元化を図るための 
厚生年金保険法等の一部を改正する法律」 

（H24.8.10国会にて成立） 

厚生年金に統一 



国民年金 
（基礎年金） 

厚生年金 
 

厚生年金基金等 
（事業主が任意に設立） 

共済年金 
 

国民年金基金 
（任意加入） 

職域年金 
相当部分 

自営業・学生等 民間会社員等 公務員等 

１階 

２階 

３階 

厚生年金 

厚生年金基金等 
（事業主が任意に設立） 

年金払い 
退職給付 

国民年金基金 
（任意加入） 

自営業・学生等 民間会社員等 公務員等 

国民年金 
（基礎年金） 

１階 

２階 

３階 

公的年金制度の体系 
【現  行】 

【一元化後】 

退職等 
年金給付 



①厚生年金 
  （保険料） 

③短期掛金 
④介護掛金 

②短期掛金 
③介護掛金 

①長期掛金 

②年金払い 
  退職給付 
   （退職等年金掛金） 

●掛金の種類 （現行 ⇒ 一元化後） 

旧・年金部分 

旧・職域部分 

一元化後 現行 



●掛金の算出方法の変更 

【現行】 手当率制 

標準報酬制 

・・・給料月額×手当率×掛金率＝掛金額 

被用者年金制度一元化後は… 



●【現行】保険料（掛金）算出方法 

※給料月額＝給料月額＋教職調整額＋ 

         給料の加算額＋給料の調整額 

例月 
給料月額 

手当率 
1.25 

掛金率 × × 

〈例月〉掛金額＝ 
ここが変わります！ 



①毎年４月から６月までの 
  報酬（＝給料＋各種手当）の平均額 

  から を決定 

●標準報酬制になると・・・ 

 
②決定された「標準報酬月額は」 
  当年９月から翌年８月まで適用 
  
４月 ５月 ６月 ７月 

決定 
９月～翌年８月まで 
適用 報酬 

平均 

報酬 報酬 



① 

４月～６月の報酬の平均額 

４月の報酬 ＝ 給料＋実際の手当 

５月の報酬 ＝ 給料＋実際の手当 

６月の報酬 ＝ 給料＋実際の手当 

② 

「標準報酬等級表」に当てはめる 

   ⇒  標準報酬月額 

 

③ 

標準報酬月額 × 掛金率 ＝ 掛金額 

●【一元化後】保険料（掛金）算出方法[例月] 



① から 

  「標準報酬月額」を決定 

●【注意!!】移行時の取扱い(平成27年度) 

 ②  

    適用 

６月 ７月 

決定 
１０月～翌年８月まで 
適用 報酬 



●「報酬」とは 

・給料、手当の名称に関係なく、 
 労働の対償として受ける 
 すべてのもの 

・期末手当、勤勉手当、 
 ３か月を超える期間ごとに受ける 
 ものを除く 



【固定的給与】 

勤務実績に関係なく 
月等を単位として 
一定額が継続的に支給される報酬 

【非固定的給与】 

勤務実績に応じて支給される報酬 

 ●報酬の区分 



・給料表額       ・教職調整額（給料の加算額） 

・給料の調整額    ・扶養手当 

・地域手当       ・管理職手当 

・通勤手当       ・住居手当 

・初任給調整手当   ・へき（特）地手当（準ずる手当含む） 

・義務教育等教員特別手当 

・単身赴任手当     ・産業教育手当 

・定時制通信制教育手当  など 

●「給料＋実際の手当」とは？ 
～①固定的給与～ 



・特殊勤務手当           ・時間外勤務手当 

・休日給夜勤手当          ・宿日直手当 

・船員勤務手当           ・小笠原勤務手当 

・夜間学級通信教育勤務手当 

・有害薬品取扱手当        ・放射線業務従事手当 

・特別支援学校看護業務手当 

・交代制勤務者等業務手当 

・夜間定時制教育勤務手当         など 

●「給料＋実際の手当」とは？ 
～②非固定的給与～ 



◆含まれるもの 
   ・現物で支給されるもの ＝ 食事、住宅、被服等 

    ※今のところ、現物給与には該当しない 

◆含まれないもの 
  ・出張旅費、赴任旅費、災害派遣手当 など 
                    （実費弁償的） 
  ・共済組合からの給付金、退職手当、児童手当 など 
                    （労務の対償とされない） 

●「給料＋実際の手当」とは？ 
～③対象範囲～ 



標準報酬等級表 
（平成２８年９月まで） 









●標準報酬制になると  

【現   行】 

  給料の等級号給が同じで、 

  給料の加算額の条件が同じ場合 

    ⇒ 掛金額は同じ額 

 

【一元化後】 

  給料の等級号給、給料の加算額が同じでも、 

  手当額が違う場合 

    ⇒ 掛金額が異なる可能性あり 



給付金や年金の基礎となる額が変わる 

    ⇒ 標準報酬月額が異なると 

               掛金額も異なる       

例えば・・・ 

 Ａ先生 

Ｂ先生 



●例月分を計算してみると  

      Ａ先生も Ｂ先生も ４０歳 

     教育職給料表 ２級５６号給 

 

 給料         ２９７，４００円 

 教職調整額４%   １１，８９６円 

 

 合計         ３０９，２９６円＝算定基礎額 

【現   行】（平成２７年６月現在） 



算定基礎額 × 手当率 
３０９，２９６円 × １．２５％ 

＝３８６，６２０円×掛金率 

長期掛金 ・・・ ３３，４００円 
短期掛金 ・・・ １６，２０７円 
介護掛金 ・・・  １，８９２円 
   合計 ・・・ ５１，４９９円 



掛金率 ８６．３９ × 手当率 １．２５ 



Ａ先生 ４０歳 教育職給料表 ２級５６号給 

     近距離通勤 扶養家族０人 

 給料           ２９７，４００円 

 教職調整額４%      １１，８９６円 

 地域手当20%       ６１，８５９円   

 通勤手当           ４，１３５円      

 扶養手当                               ０円 

 合計           ３７５，２９０円  

                  ⇒平均給与と仮定 

【一元化後】（平成２７年６月現在の給料を平均給与と仮定） 



 合計   ３７５，２９０円 ⇒平均給与（仮定）を 

 

 標準報酬等級表にあてはめると 

 

 第２２級 報酬月額370,000円以上395,000円未満 

 標準報酬の月額 ３８０，０００円  

Ａ先生の標準報酬月額 
 

…これに掛金率をかけます 



標準報酬月額 ３８０，０００円 
       × 掛金率 

退職等年金分掛金 ・・・   ２，８５０円 
厚生年金保険料    ・・・    ３２，８２８円 
短期掛金            ・・・   １６，９１３円 
介護掛金            ・・・    １，９７９円 
                      合計   ・・・   ５４，５７０円 



Ｂ先生 ４０歳 教育職給料表 ２級５６号給 

     遠距離通勤 扶養家族３人 

 給料           ２９７，４００円 

 教職調整額４%      １１，８９６円 

 地域手当20%       ６６，５５９円   

 通勤手当          ２６，２５６円      

 扶養手当                     ２３，５００円 

 合計            ４２５，６１１円  

                  ⇒平均給与と仮定 

【一元化後】（平成２７年６月現在の給料を平均給与と仮定） 



 合計   ４２５，６１１円 ⇒平均給与（仮定）を 

 

 標準報酬等級表にあてはめると 

  第２４級 報酬月額425,000円以上455,000円未満 

  標準報酬の月額 ４４０，０００円  

           Ｂ先生の標準報酬月額 
    

   ・・・これに掛金率をかけます 

 



標準報酬月額 ４４０，０００円 
       × 掛金率 

退職等年金分掛金 ・・・   ３，３００円 
厚生年金保険料    ・・・    ３８，０１１円 
短期掛金            ・・・   １９，５８４円 
介護掛金            ・・・    ２，２９２円 
                      合計   ・・・   ６３，１８７円 



【現   行】 

 Ａ先生の算定基礎額も 

 Ｂ先生の算定基礎額も同じ 

309,296円×手当率1.25＝３８６，６２０円 

             

【一元化後】 
 Ａ先生の標準報酬月額    ３８０，０００円 

 Ｂ先生の標準報酬月額    ４４０，０００円 



【現   行】 

 Ａ先生の掛金 

 Ｂ先生の掛金  

【一元化後】 

   Ａ先生の掛金等額   ５４，５７０円 

   Ｂ先生の掛金等額  ６３，１８７円 

  

５１，４９９円 





●移行時のポイント 

• 移行時は、平成２７年６月支給の報酬を 

 基に標準報酬を決定します 

 

• ６月支給の報酬は、５月の実績手当を 

  含みます 

 

• ５月分の実績の入力を適正に行う 

 必要があります 



標準報酬の決定と改定 

１ 定時決定 

２ 資格取得時決定 

３ 随時改定 

４ 育児休業終了時改定 

５ 産前産後休業終了時改定 

６ 標準期末手当等の額の決定 



１ 定時決定 

○組合員が実際に受ける報酬と、 

  既に決定されている標準報酬月額 

  との間に大きな差が生じないように 

  毎年、標準報酬月額を決定。 

 

○この、毎年定期的に実施する 

 標準報酬月額の決定を「定時決定」という。 

 
＊休業中、休職中、欠勤している組合員も含む 

 



４月～６月 ３か月間の報酬月額の平均 

４月の報酬 ５月の報酬 ６月の報酬 

 
給料月額 

 

各種手当 

 
給料月額 

 

 
各種手当 

 
給料月額 

 

各種手当 

【例】毎年７月１日において組合員である者 

○扶養手当 
○住居手当 
○特勤手当 
○通勤手当 
○前月分の 
  時間外勤務手当 

等級表に当てはめて… 

その年の９月から翌年の８月まで適用 



４月の報酬 ５月の報酬 ６月の報酬 

 
給料月額 

２６０，０００円 
 

各種手当 
７０，０００円 

 
給料月額 

２６０，０００円 
 

各種手当 
１００，０００円 

 

 
給料月額 

２６０，０００円 
 

各種手当 
８５，０００円 

＋ ＋ 

÷ ３ ＝ 

３３０，０００円 ３６０，０００円 ３４５，０００円 

３４５，０００円 

（円単位未満の端数切捨て） 

標準報酬等級表にあてはめる 



標準報酬等級表（平成２８年９月まで） 

３４５，０００円 
４月～６月の 
   報酬の平均 

標準報酬月額 第２０級 ３４０，０００円 



２ 資格取得時決定 

○組合員の資格を新たに取得した時は、   

  その資格を取得した日現在の報酬の額  

    により標準報酬月額を決定。 

＝ 



●資格取得時決定の対象となる人 

新規採用者以外に、次の場合も資格取得時決定
により標準報酬を決定。 
 

① 東京都職員共済組合など他の地方公務員共
済組合から転入した場合（他局から転入した場合） 
 
② 定年退職等により退職し、地方公務員法第28
条の４第1項の規定により採用（再任用フルタイム
職員）された場合 
  
 …など 



【例】４月に資格を取得した場合 

 
給料月額 

２６０，０００円 
 

各種手当 
７０，０００円 

３３０，０００円 

標準報酬等級表
にあてはめる 
 

４月の報酬 

資格取得した月の初日に資格を
取得したならば受けるべき報酬を
もとに算定 



３ 随時改定 

○標準報酬月額は、原則として毎年定時決定
により決定したものを９月から翌年８月までの
１年間使用する。 

○ただし、報酬の額が著しく変更となったとき
に、実際に受けている標準報酬月額との隔た
りを解消するために、標準報酬月額を改定。 

 ＝ 



◆随時改定の対象者 

【条件１】 
 昇給・降給等により前月に対し 
 固定的給与に変動がある場合 

【条件２】 
 変動があった月から継続した３か月間 
 に受けた報酬の総額を ３ で除して 
 得た額を報酬月額として算定した 
 標準報酬月額の等級と 
 従前の等級に２等級以上の差がある場合 



●随時改定のイメージ 







●【条件２】２等級以上の差 

固定的給与が増加した場合は、２等級以上の
増加に、固定的給与が減少した場合は、２等級

以上の減少になっている必要がある。 
 



●随時改定の適用月 
変動があった月から３か月目を著しく高低
を生じた月とし、その翌月（４か月目）から
改定。 

〈例〉７月に昇給した場合 

⇒８月・９月・１０月の報酬を計算 

⇒従前と２等級以上の差があった場合 

⇒ に改定 



●休職者等の取扱い 
○休職等を理由に固定的給与に変動が
あった場合は、随時改定の対象とはなら
ない。 
〈例〉  

・病気休暇のため、交通費の支給がなく
なった場合 

・病気休職に入り、給料の支給額が７割
になった場合 
 
 
  随時改定の対象とはならない。 



４ 育児休業等終了時改定 

○育児休業等を終了した日において、３歳未
満の子を養育する場合、育児休業終了日の
翌日が属する月以後３月間に受けた報酬の
総額をその期間の月数で除して得た額を報酬
月額をして、標準報酬を改定。   

＝ 



●なぜ行うのか？ 

育児休業から復職後、低下した報酬に標準報酬を
合わせるために行う。 



●３歳未満養育特例① 

３歳に満たない子を養育している組合員 

申し出ると・・・ 

標準報酬月額が、従前の標準報酬
月額を下回る月は、従前の標準報酬
月額を厚生年金及び退職等年金給
付の算定基礎額とする。 



●３歳未満養育特例② 



●従来は・・・ 

 

 
 
 
 

給料月額 
 
 
 

 

部分休業・育児短
時間等による減額 

 

部分休業・ 
育児短時間 
掛金免除 

★長期掛金の 
徴収 

★長期給付 
算定基礎 
●短期給付 
算定基礎 

●短期掛金の
徴収 

●介護掛金の
徴収 



●育児休業終了時改定 

           +３歳未満養育特例では・・・ 

 
 

育児休業終
了時改定後
の標準報酬
月額 

部分休業・育児短
時間等による減額 

★長期給付 
算定基礎 ★厚生年金保険料 

★退職等年金分掛金 
●短期掛金 
●介護掛金 

●短期給付算定基礎 

育児休業終了時改定後の標準報酬月額で掛金等を算出。 
ただし、長期給付の算定基礎は従前の標準報酬月額を用いる。 

●が変わります！ 



５ 産前産後休業終了時改定 

○産前産後休業後、育児休業の承認を受
けずに職場に復帰する場合。  

＝ 
適用時期が産前産後休業終了後となるが、
育児休業等終了時改定と内容は同じ。  



６ 標準期末手当等の決定 

実際に支給された期末手当等の額の 

１，０００円未満を切り捨てた額 

＝ 



 標準報酬制移行後の事務処理 

○標準報酬の算定は教職員給与システ
ムによりほぼ自動で行えるよう調整中。 

 

○ただし、皆様の入力する手当等の額が、
組合員の掛金等の額に直接影響します。 

 
手当等の入力は、適切な時期に
行うよう御協力お願いします。 



公立学校共済組合 
掛金について 



第３９条 
 

  職員となつた者は、その職員となつ

た日から、それぞれ第三条第一項各号又

は第二項に規定する組合の組合員の資

格を取得する。 

【根拠】 地方公務員等共済組合法 



第３条 

  次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各号

に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公

務員共済組合…を設ける。  

 第２号 

 公立学校の職員並びに都道府県教育委員会 

 及びその所管に属する教育機関（公立学校を 

 除く。）の職員 
            公立学校共済組合  

 



第３９条第２項 
 
 

組合員は、死亡したとき、 
又は退職したときは、 
その翌日から 
組合員の資格を喪失する。  



第１１４条  
 

掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月に
その資格を喪失したときを除き、組合員の 
 

資格を取得した日の属する月から 

その資格を喪失した日の属する月
の前月までの各月…につき、 
 

徴収するものとする。  



平成２７年４月３０日 就職 
        ＝資格を取得した日 

 徴収する 

掛金は… 

５月分 ４月分 ６月分 

平成２７年６月１４日 退職 
    ⇒翌日が資格を喪失した日 

 徴収する  徴収しない 



平成２７年４月 １日 就職 
平成２７年４月２８日 退職 

 徴収する 

掛金は… 

４月分 

「組合員の資格を取得した日の属する月に 
その資格を喪失したときを  除き」 



第１１５条  
 

 組合員の給与支給機関は、 

毎月、給料その他の給与を支給する際 

組合員の給与から掛金に相当する金額

を控除して、 

これを組合員に代わつて組合に
払い込まなければならない。  



第１１５条 第３項 

 組合員は、給料その他の給与の全部

又は一部の支給を受けないことに

より、前二項の規定による掛金に相当す

る金額の全部又は一部の控除及び払

込みが行なわれないときは 



第１１５条 第３項 

 政令で定めるところにより、その控除が

行なわれるべき毎月の末日までに、

その払い込まれるべき掛金に相当す

る金額を組合に払い込まなければ

ならない。  



「給料その他の給与の全部又は 
一部の支給を受けないとき」の例 

① 在外教育施設派遣 

② 配偶者同行休業 

③ 病気休職１年超 

④ 大学院就学休業 

⑤ 専従休職 

⑥ 育児休業   など 



１ 病気休職１年超 

給与が支給されません 
が 

掛金は納入する 
必要があります 

病気休職１年目 給与：８割支給 
病気休職が１年を超えると 



給料等が支給されない 
⇒掛金を控除できない 

＝「ヒケズ」 

ヒケズリスト 

所属所に納付書が納品されます 



２ 配偶者同行休業 

①配偶者の外国滞在理由 
  ・外国での勤務 

  ・外国の大学で外国に所在するものに 

   修学する など 

 

②３年を超えない範囲内 
 

平成２７年４月１日から導入された制度 



配偶者同行休業期間中 
は 

給与が支給されません 
が 

掛金は納入する 
必要があります 



海外に滞在される方については、 

共済組合からご案内する事項が 

あります 
 

配偶者同行休業の対象者が出ましたら、 

事前に 

公立学校共済組合東京支部まで 

御連絡ください 



①育児休業掛金免除 

【掛金免除】 

※ ３歳に満たない子を養育している場合、長期掛金に適用されます 

   いずれも標準報酬制移行後、掛金免除はなくなります 

④産前産後休業掛金免除 

②育児部分休業掛金免除※ 

③育児短時間勤務掛金免除※ 



産前産後休業 
掛金免除について 

福利厚生課経理係  

      佐々木稔章 



産前産後休業掛金免除 
産前産後休業（産前６週間（多胎妊娠

の場合１４週間）及び産後８週間）を取

得している組合員が申出をした場合、

その期間中の掛金は徴収しない。 

※免除期間は掛金を支払ったものとしてみなします 

（平成２６年４月１日施行） 

 

 



地方公務員等共済組合法 

産前産後休業をしている組合員が組合に申

出をしたときは、第114条の規定にかかわらず、その産

前産後休業を開始した日の属する月からそ

の産前産後休業が終了する日の翌日の属

する月の前月までの期間に係る掛金は、徴

収しない。 

第114条の２の２ 



産前産後休業が開始した日の属する
月から終了する日の翌日の属する月
の前月までの期間に係る掛金は、徴
収しない。 
 予定日（当初）  

５月５日 
出産日 
５月４日 

掛金免除
期間 

３月２５日から 
     ６月３０日 

３月２４日から 
     ６月２９日 

掛金免除月 ３月から６月まで ３月から５月まで 

単胎の場合（産前６週、産後８週の場合） 



職員の勤務時間、休日、休暇等に 
関する条例施行規則 

第１７条 

妊娠出産休暇は女性職員に対し、その妊
娠中及び出産後を通じて１６週間
（多胎の場合にあっては、２４週間）以内
の引き続く休養として与える休暇 
とする。 



注意点 
 

都条例では妊娠出産休暇期間が 

１６週間（２４週間） 

共済掛金の免除対象となる期間は 

産前６週、産後８週 

合計１４週間 
※単胎の場合 



産前８週 産後８週 

５/５ ６/３０ 

さ ６月 

出産予定日 

育休 

さ ７月 

３/２５ ７/１ 

育休掛金免除    産休掛金免除 

免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

３/１１ 

産休免除 
育休免除 

３月 さ ４月 さ ５月 



出産日 

育休 

   産休掛金免除 

３/１１ 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

育休掛金免除 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

５/４ ６/２９ ３/２４ ７/１ 

掛金徴収 

産休免除 
育休免除 



産休掛金免除 

育休 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

５/２０ ７/１５ ４/９ ７/１６ 

産休免除 
育休免除 出産予定日 

３/２６ 

育休掛金免除 



育休掛金免除    産休掛金免除 

出産日 

育休 

３月 さ ４月 さ ５月 さ ６月 さ ７月 

産前８週 産後８週 
免除期間 
産後８週 

対象外 
免除期間 
産前６週 

３/２６ ５/１０ ７/５ ３/３０ ７/１６ 

産休免除 
育休免除 

掛金還付 



組合員の申出により、掛金を免除 

「産前産後休業掛金免除申出書
（当初・出産後）」の提出 

１回目：産前産後休業に入る前に 

２回目：出産後 
 

※申出書の提出するだけではなく、 

  教職員給与システム（学校電算）  

  の入力も必ず行ってください。 



 

 

 

当初と出産後 
それぞれ２回 
提出してください 

［用紙No.産休1］

（　当初　・　出産後　）

組 合 員 氏 名
組合員証

生　年　月　日
番号

所　属　所　名

　 出産予定日

　 妊娠出産休暇
開始日

　 承認期間（※１）
終了日

　 出　産　日

　 妊娠出産休暇
開始日

　 承認期間（※１）
終了日

出産（予定）種別

　上記の期間について、妊娠出産の休暇を取得していますので、地方公務員等共済

組合法第１１４条の２の２の規定により、産前産後休業期間（※２）に係る掛金免除を

申し出ます。

　公立学校共済組合東京支部長　殿

　平成　２６　年　１２　月　１１　日

申出者 住所　新宿区西新宿２－８－１

氏名　公立　花子 印

　　

　上記の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

　平成　２６　年　１２　月　１２　日

所属所長 職名　東京都立共済高等学校長

氏名　　東　京　　都　子 印

【電話番号】　０３　－　１２３４　－　５６７８

　（※１）妊娠又は出産に関する事由を理由として承認された休暇の期間を記入してください。

　（※２）産前産後休業期間に係る掛金の免除期間は、出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）

　　　　　以前４２日（多胎妊娠の場合にあっては、９８日）から出産の日後５６日までの間において妊娠又は出産に関する

　　　　　事由を理由として勤務に服さない期間です。（平成２６年４月１日から施行）

〔添付書類〕　（１）マスターカードの写し又は妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し

　　　　　　　（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の有無・出産予定日・出産日がわかる書類の写し

〔提出先〕　　公立学校共済組合東京支部福利厚生課経理係　（０３－５３２０－６８２２）

平成　２７　年　　２　月　１１　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日

当
初

出
産
後

【担当者名】　新宿　太郎

産前産後休業掛金免除申出書

昭和５７年　３月　３日

平成　２６　年　１２　月　１８　日

公立　花子

東京都立共済高等学校

０７６５４３２１

単　胎　　・　　多　胎

平成　　　　年　　　　月　　　　日

平成　２７　年　　４　月　　８　日

公
立

共
済
高

等
学
校

長
之
印

記入例１

[添付書類] 
（１）妊娠出産休暇
承認期間のわかる
書類の写し 

（２）出産予定日 
出産日のわかる 
書類の写し 



【電話番号】　　　　－　　　　　　－　　　　　

　（※１）妊娠又は出産に関する事由を理由として承認された休暇の期間を記入してください。

　（※２）産前産後休業期間に係る掛金の免除期間は、出産の日（出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日）

　　　　　以前４２日（多胎妊娠の場合にあっては、９８日）から出産の日後５６日までの間において妊娠又は出産に関する

　　　　　事由を理由として勤務に服さない期間です。（平成２６年４月１日から施行）

〔添付書類〕　（１）マスターカードの写し又は妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し

　　　　　　　（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の有無・出産予定日・出産日がわかる書類の写し

〔提出先〕　　公立学校共済組合東京支部福利厚生課経理係　（０３－５３２０－６８２２）

【担当者名】　

        多胎の有無 出産日のわかる書類の写し 
    妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し   

出
産
後 

     多胎の有無  出産予定日のわかる書類の写し 
   妊娠出産休暇承認期間のわかる書類の写し    
当
初 



添付書類 
（１）マスターカードの写し又は妊娠出
産休暇承認期間のわかる書類の写し 
→マスターカード（基本報告書）、休暇・職
免等処理簿、出勤簿 

（２）母子健康手帳など、多胎妊娠の
有無・出産予定日・出産日のわかる
書類の写し 
→母子手帳、妊娠証明書、診断書、受診
票、出産費用明細書 










